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安代小学校体育館１３：００～１０月３０日安代地区舞台発表

安代小学校体育館１４：００～１１月２７日
劇団「ふるさと発信
株式会社」演劇発表
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日時：１１月３日（木・祝）、午前９時半から正午まで

場所：西根地区体育館

第14回少年少女の詩「江間章子賞」授与式

市民憲章推進大会

はちまんたい広報03

国民年金第１号被保険者・任意加入被保険者は、

任意加入の付加保険料（月額４００円）を定額保険

料に加えて納めると、老齢基礎年金を受け取る際、

付加年金を上乗せして受け取ることができます。

受け取ることができる付加年金の年額は、付加

保険料納付月数に２００円を掛けた額で、これは、

老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金です。

■付加保険料と年金額の計算例▲

付加保険料を１０年間納付した場合の付加保険料

４００円×１０年（１２０カ月）＝４８，０００円（総額）▲

６５歳以降にもらえる付加年金額

２００円×１０年（１２０カ月）＝２４，０００円（年額）

付加年金を２年間受給すると、納付した付加保

険料総額と同額になります。

この付加年金は、国民年金基金に加入中の人は

加入することができません。

付加保険料の納付期限は、翌月末日（休日・祝

日の場合は翌営業日）です。この納付期限を過ぎ

ると、それまで納めた付加保険料の記録は残りま

すが、未納分をさかのぼって納めることや、翌月

以降の保険料を納めることはできません。付加年

金を継続したい場合は、改めて手続きをする必要

がありますのでご注意ください。

詳しくは、盛岡年金事務所（０１９-６２３-６２１１）

または、市役所保健課国保年金係（・内線

１１４５）まで。

各課からのHOTLINE

市では、西根・松尾・安代各地区の地域審議会

委員改選に当たり、公募委員を次のとおり募集し

ます。

地域審議会は、合併で住民の意見が市政に反映

されにくくなるとの地域住民の心配から、「市町

村の合併の特例に関する法律」に基づき、旧３町

村の区域ごとに設置したものです。市長の諮問に

応じて審議し、またはその地域に関し必要と認め

る事項について審議し、市長に意見を述べる役割

を担っています。

■応募資格 ①１０月１日現在、市内に１年以上住

む１８歳以上の人で、市職員や市議会議員でない人

②市のまちづくりに関心があり、建設的な立場

から積極的に関与する意思のある人 ③平日に開

催する審議会への参加に支障がない人

■募集人数 西根・松尾・安代地区それぞれ３人

以内

■任期 ２年間

■応募方法 応募用紙に必要事項を記入の上、市

役所各総合支所地域振興課に提出してください。

応募用紙は、各総合支所地域振興課にあるほか、

市のホームページからダウンロードできます

（http://www.city.hachimantai.lg.jp/kurashi）。

■申込期限 １１月４日必着

詳しくは、西根総合支所地域振興課地域振興係

（・内線１１２１）、松尾総合支所地域振興課地域

振興係（・内線２１０８）、安代総合支所地域振興

課地域振興係（・内線３１２０）まで。

行政に市民の声反映
地域審議会委員募集

各総合支所
地域振興課

秋の農繁期は、農業機械による作業が増える一

方、日没が早まることで、農作業事故の危険性が

高くなる時期です。

農作業事故を防ぐため、次のことを心がけま

しょう。

◎ゆとりのある計画的な作業を心がける。

◎夕暮れ時に道路を走行する際は、夜光反射材を

付ける。

◎農業機械の横転・転落事故から体を守るため、

トラクターには安全フレームを装着し、運転者は

シートベルトを締め、慎重に運転する。

◎一人での作業は避け、家族に作業場所と帰宅時

間を知らせる。

◎農業機械の近くで子どもを遊ばせない。

詳しくは、市役所農政課農政係（・内線

１６０１）まで。

日没が早まるこの時期
農作業事故にご注意を

産業部
農政課

国民年金に付加年金を
上乗せして老後に備え

市民部
保健課

市生涯学習推進本部（田村正彦本部長）では、

次の日程で市生涯学習推進大会文化講演会を開催

します。

今回の文化講演会は、東日本大震災による福島

第一原子力発電所の放射能漏れを受け、放射能汚

染に対する正しい知識と対策を学ぶことを目的と

して開催するものです。ふるってご参加ください。

■日時 １１月３日(木・祝)、午後１時４５分開場、

午後２時開演（質疑応答時間を含め約２時間）

■場所 西根地区体育館

■講師 県立二戸病院副院長兼放射線科長 及川

浩さん

■演題 今知りたい、放射能汚染の影響と対策

■対象 市内外を問わず講演内容に興味のある人

■入場料 無料

詳しくは、市生涯学習推進本部事務局（市教育

委員会事務局生涯学習課生涯学習係内、・内線

２３２４）まで。

放射能汚染に関する
文化講演会行います

教育委員会
生涯学習課
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